
設楽ダムの湖面利用を
考えよう！
「河川空間のオープン化」と「湖面利用に関する団体」について

第34回アウトドアカレッジ（ダム部）

令和8年3月18日(水) 19時～20時@設楽ダム広報展示室



アウトドアのまち したら

設楽町は豊川、矢作川、天竜川の3つの水
系の水源地です。

そこに住む人々は、古くから川を大切にし、
山を育て、田畑を耕し、豊かな自然環境と
共生した暮らしをしてきました。

「アウトドアのまち したら」とは、設楽
町での豊かな暮らしを未来へ繋いでいく取
組です。
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「アウトドア」とは？

「アウトドア」と聞くと、キャンプや登山、オリエンテーリングなどを想像されるかもしれません。

しかし設楽町では、アウトドアの本来の意味である「屋外」での活動すべてをアウトドアと考えます。

つまり、畑や田んぼでの農作業、草刈り、蜂ぼいやひなたぼっこなどもアウトドア活動です。

設楽町の暮らし＝アウトドア
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アウトドアカレッジとは？

今ある地域資源、語り継がれる文化などを再認識
し、設楽町での豊かな暮らしを未来につないでい
くため、みなさんと一緒に考え、取り組んでいく
場です。

これまでに、ダム湖周辺整備に関する意見交換会、
焚火を囲んだ交流会、ワークショップなどを実施
してきました。

毎月第3水曜日の19時～20時を基本に開催してお
り、どなたでもご参加いただけます。
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本日の内容

１．本日のテーマ

３．河川空間のオープン化について

４．近隣自治体の事例

５．これからの流れ

６．意見交換

２．ここまでのおさらい



１．本日のテーマ

〇 昨年度・今年度と設楽ダム周辺施設（湖面・３公園・貯木場跡地）の利活用方法に

ついて議論していただきました。

〇 その中で、湖面や３公園などで営利活動を行う場合、「河川空間のオープン化」の

手続きが必要になります（※河川区域内）。

〇 本日は、近隣地区のオープン化事例を紹介しつつ、今後の流れについても皆さんに知って

いただく場にしていきたいと思います。



① ダム湖周辺の施設の整理（構想含む）

ダムサイト ●

貯木場跡地●

出典：設楽ダム湖周辺整備基本方針及び基本計画を抜粋および加筆

大名倉公園

川向公園

八橋公園
（桜の広場、ふ
るさと野外活動
広場等）

２．ここまでのおさらい

ダム湖周辺には３つの公園が整備される予定です。

・川向公園

・大名倉公園

・八橋公園

３公園以外にも、湖面へアクセスできる可能性があ
る場所として

・すいすいパークの裏

・山村都市交流拠点施設（東三河広域連合で整備）

があります。



〇湖面利用・３公園

・ 水位の上下を想定した利用方法を検討

・ 天体観測で湖面を利用してほしい

・ 湖面のアクセス方法

川向公園 ・・・ 舗装されたスロープ

を整備してほしい

大名倉公園 ・・・ 人が歩いてアクセス可能な

道・坂路

八橋公園 ・・・ 人が歩いてアクセス可能な

道・坂路
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〇貯木場跡地

・ 国道沿いに大規模駐車場を配置してほしい

・ 設楽横丁（仮）やチャレンジショップを整備

・ 多目的活用ができる平場の整備

・ キャンプ、散歩と連動してドッグランを設置

・ トレーラーハウスによる短期滞在型の居住施設

・ 山林の活用（アスレチック、キャンプ、ウォー

キングetc.）

② これまでに出た意見（過去のアウトドアカレッジ）

２．ここまでのおさらい

みなさんからいろんな意見をいただきました



２．ここまでのおさらい

これまでは、ダム湖面や公園内の河川区域でこういったアクティビティや営業活動は法律で
できないことになっていました。
しかし、地元のみなさんと力を合わせることでそのハードルをクリアする仕組みができました。

それが、河川空間のオープン化です。

令和６年７月
河川空間のオープン化活用事例集
（国土交通省水管理・国土保全局作成）より

全国ではすでに
１３７件の事例が

あります。
（R6.3.31時点）

③ なぜ今 ”オープン化” の話をするのか



３．河川空間のオープン化について

① 河川空間のオープン化とは

河川空間の占用は

原則として公的主体に限られている

つまり

民間事業者では河川空間内を占用

することはできない

→ （原則として）

河川空間内で営業活動ができない

今まで（H23年まで） 規制緩和後

河川空間
活用

ニーズの
高まり

H23年に規制緩和が行われ、

特例として、民間事業者も営業活動可に

これが

河川空間のオープン化



３．河川空間のオープン化について

① 河川空間のオープン化とは（河川空間利用のイメージ）



３．河川空間のオープン化について

協議会等による地域の合意形成

河川空間のオープン化の手続きでは
行政的な事務手続きのほかに、

を行う必要があります。

では、他の地域ではどんな人が
協議会のメンバーに
なっているのでしょうか・・・

② 手続きの流れ

行政的
な

手続き



３．河川空間のオープン化について

No. ダム名 所在地 団体名

1 長井ダム 山形県長井市 長井ダム水源地域ビジョン推進会議 地元団体代表 地域住民 山形県 長井市 河川管理者

宮ヶ瀬湖水源地域ビジョン推進協議会 情報なし

宮ヶ瀬湖水源地ビジョン推進会議 情報なし

3 八ッ場ダム 群馬県長野原町 八ッ場ダム水源地域ビジョン協議会 関連機関 関連団体 住民

4 神水ダム 埼玉県神川町 神川町神流川利用調整協議会 神川町 河川管理者 観光協会、漁協 ダム管理所 民間企業

5 河内川ダム 福井県若狭町 若狭町河内区 若狭町河内区長

6 安威川ダム 大阪府茨木市 エリアマネジメント組織（仮） 地元地区 茨木市等 民間事業者 地域団体等（漁組等）

7 川辺川ダム 熊本県五木村 五木村水没予定地再生推進協議会 地元団体代表 国土交通省 熊本県 五木村

8 竜門ダム 熊本県菊池市 竜門ダム周辺地域活性化推進協議会 菊池川河川事務所 菊池市 地域団体

奥薩摩・水と緑の郷づくり推進協議会 国 伊佐市 さつま町

大鶴湖（鶴田ダム湖）インフラツーリズム関係者会議 国
J-POWER

電源開発㈱
伊佐市 さつま町 NPO

鶴田ダム 鹿児島県さつま町9

構成員

2 宮ヶ瀬ダム 神奈川県相模原市

③ 協議会の構成員

他のダムでは行政機関に加え

・観光協会

・漁協

・ＮＰＯ

・区長

・民間企業

などが構成員になっています。



～閑話休題～

・湖面などの河川空間で営業活動を行うために設立

・地域合意の担い手

・民間団体や地域住民もメンバーの一員になる

→ ダム湖面やその周辺の利活用について考える

団体

・湖面利用の規制ルールをつくるために設立

・湖面の安全・水質などの保全

・行政機関（警察も含む）が主なメンバー

→ ダム湖面の利用ルールについて考える団体

オープン化のための協議会 利用方法に関する協議会

湖面利用に関する団体の役割は大きく分けて２種類あります

●湖面利用に関する団体の役割について



４．近隣自治体の事例

①道の駅上矢作ラフォーレ福寿の里

恵那市観光協会HPより

道の駅内の川をつかった魚のつかみどりやイルミネーション
といった、イベントを開催するために
オープン化の手続きが行われています。



４．近隣自治体の事例

令和６年７月
河川空間のオープン化活用事例集
（国土交通省水管理・国土保全局作成）より

恵那市観光協会HPより

①道の駅上矢作ラフォーレ福寿の里



４．近隣自治体の事例

② リバーパークかみやはぎ

2024年に恵那市の市政20周年を記念して
整備された地域公園。釣り堀や足湯、BBQ

トランポリンなどが設置されています。

釣り堀

上村川足湯

トランポリン

BBQ



４．近隣自治体の事例

② リバーパークかみやはぎ

令和６年７月
河川空間のオープン化活用事例集
（国土交通省水管理・国土保全局作成）より

リバーパークかみやはぎの管理・運営は地元
の林業業者さんが行っています。



４．近隣自治体の事例

【番外編】宮ヶ瀬ダム



５．これからの流れ

R6開催資料より

【参考】長島ダム（静岡県）の場合オープン化に向けた
手続きは約２年

オープン化の手続き
期間（１年）

事業者を決める
期間（１年）

●事務的な手続きは２年程度を想定しています
が、それまでに構成メンバーを決めたり、規約
を考えたりといった時間も必要となります。



第34回アウトドアカレッジまとめ①

第34回アウトドアカレッジでは、河川空間オープン化の理解と今後の進め方の
共有されました。

■ 主な共有事項
・河川区域での民間活用には「オープン化」が必要
・地域の合意形成（協議会）が不可欠 ※とは別組織
・事例から地域主体での利活用の可能性が確認された

■ 共通認識
・協議会は目的ではなく手段
・やりたいことを明確にし、早期に動き始めることが重要



第34回アウトドアカレッジまとめ②

河川オープン化に関する主な意見は以下のとおり。
■ 制度・進め方
・事業構想は協議会とは別に先行して検討すべき
・段階的に小さく始めることが現実的

■ 事業・民間参入
・地域だけでなく民間企業との連携が必要
・維持管理体制の設計が最重要

■ インフラ
・水道、トイレ等の条件が事業成立を左右
・事業者ニーズに応じた整備・支援が必要



第34回アウトドアカレッジまとめ③

今後、河川空間のオープン化に向けた具体的な取り組みとして、以下の実施を
検討しています。

① 推進体制の構築
・コアメンバーの明確化
・継続的な検討の場の設置
② 事業構想の具体化
・やりたいことの整理と優先順位付け

なお、継続的に課題検討や意見交換等を行うため、毎月1回程度アウトドアカ
レッジ ダム部 を開催する予定です。



事例研究などをしながら、
ダム湖が魅力的な場所になるように
みんなで考えていきましょう！

長井ダム（山形県） 八ッ場ダム（群馬県）



参加者アンケート

本日はご参加いただき、ありがとうございました。
本日の感想など、アンケートにご協力をお願いい
たします。
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